
※この事業は、国の物価高騰対応重点地方創生臨時交付金を活用しています。

１.食料品高騰対策：
池田町内に住所のあるすべての方にギフトカードを配布します

（物価高対応育て応援手当）

申請不要

申請が必要です

池田町では、食料品などの物価高騰による家計への負担が増している状況を
踏まえ、以下のような事業を実施いたします。

１.池田町内にお住まいの方に『ギフトカード』を配布します

２．上水道基本料金を２か月間免除します

３．町指定ごみ袋を無料で配布します

食料品などの物価高騰による家計負担の増大を軽減し、地域
経済の活性化を図るため、全町民を対象にVisaギフトカード
を配布します。

■対 象 令和8年1月1日に住民登録がある方
■内 容 すべての町民1人あたり5,000円分
■利用店舗 Visaカード利用可能店舗
(※1.スーパー、ドラッグストア等実店舗だけでなく、ネットショッピングでも利用可能)
(※2.一部利用できないサービスや商品があるため利用前に店舗にご確認ください)

■配布方法 発送準備が整い次第、世帯主様宛に3月中旬から5月末に
かけて、「ゆうパック」にて順次お届け予定です。

(不在の場合、不在連絡票が投函されますので必ず保管期限内に郵便局へご連絡ください)

【問い合わせ】 産業課 0585-45-0737

詳細が決まりましたら、ホームページ、広報３月号などでお知らせします。

消費下支えを通した生活者支援のため、水道料金（基本料金）を
無料化します。

■対 象 池田町水道事業と給水契約をしているすべての水道使用者
（官公庁を除く）

■対象期間 北部・南部エリア 令和8年6月請求分
中央エリア 令和8年7月請求分

【問い合わせ】 水道課 0585-45-0736

消費下支えを通した生活者支援のため、全町民に町指定ごみ袋
を無料配布します。

■内 容 すべての町民１人あたりごみ袋(大サイズ)10枚入り1袋
■配布時期 令和8年9月頃
【問い合わせ】 環境課 0585-45-0727

申請不要

申請不要

申請不要

（令和８年４月～５月分）
あ

（令和８年５月～６月分）


